
公益財団法人東京都農林水産振興財団   入札情報
【公表】

整理番号 72

契約番号 7農振財契第977号

件名 森林循環に資する花粉発生源対策（除伐）委託（青梅市御岳地内）（その３）

入札方法 電子入札システム「ビジネスチャンス・ナビ」上で実施

履行場所 東京都青梅市御岳地内

概要 除伐　2.17ｈａ

契約期間 契約確定の日の翌日から令和8年3月2日まで

契約方式 希望制指名競争入札

①から③のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者

①東京都における令和7・8年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、「営業種目110：道路・公園等
管理」のうち「取扱品目05：枝落し・除草・草刈」又は「取扱品目09：森林整備(伐採）」で登録している者で
あること。

②東京都における令和7・8年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、「営業種目133：樹木・緑地等
保護」のうち「取扱品目05：除草・草刈（緑地育成）」で登録している者であること。

③当財団又は官公庁等において同様の業務の契約実績を有する者であること。

格付 問わない

仕様説明会 実施しない

開札予定日時 令和7年12月17日（水）　午前10時00分（入札期間などの詳細は指名通知時に連絡） 

希望申出期間 令和7年11月21日（金）午前10時から令和7年11月28日（金）午後4時まで

希望申出方法 電子入札システム「ビジネスチャンス・ナビ」を通じて受け付けます。

以下の(1)から(3)までの書類を「ビジネスチャンス・ナビ」上に添付してください。

（1）　希望票　〔様式あり〕　（必要事項を記入）

（2）　会社概要・実績一覧表　〔様式あり〕　（必要事項を記入）

（3）　○希望申出要件①もしくは②に該当する場合

　　　　　東京都の「令和7・8年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し

　　　　　及び「令和7・8年度競争入札参加資格審査結果通知書（物品等）」の写し

　　　○希望申出要件③に該当する場合

　　　　　契約実績を証明するものの写し（契約書・請書の写しなど）

備考 (1)  指名停止等業者については、東京都に準じて取り扱うものとします。

(2)  指名業者の選定については、当財団指名業者選定基準によるものとします。

(3)  希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。

(4)  指名通知は、指名した方のみに対して開札予定日の5日前までに行う予定です。

(5)  申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。

(6)  関係する会社に該当する場合（親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする

　　子会社同士の関係にある場合、役員の兼任等がある場合）には、同一入札に参加する

　　ことができません。

(7) 入札結果（落札業者名、落札金額等）については後日公表します。予めご了承ください。

(8)  仕様書添付書類（図面）については、指名通知の際に提示します。

公益財団法人東京都農林水産振興財団　管理課　契約担当

住所　東京都立川市富士見町3-8-1

電話　　042-528-0721　

公益財団法人東京都農林水産振興財団　森の事業課　花粉対策室　

住所　東京都青梅市河辺町6-4-1　青梅合同庁舎内

電話　　0428-20-8134　

希望申出要件

希望申出時の
提出書類

入札に関する
問い合わせ先

仕様内容に関
する問い合わ
せ先



 

仕 様 書 
 

 

 

１ 委託件名 森林循環に資する花粉発生源対策（除伐）委託 

（青梅市御岳地内)（その３） 

 

２ 工期   契約確定の日の翌日から45日間 

 

３ 委託場所 東京都青梅市御岳地内 

 

４ 支払方法 検査合格後、適法な請求書を提出した日から30日以内に支払うものとする。 

 

５ その他  委託業務の実施に当たっては、特記仕様書によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           除 伐 特 記 仕 様 書 

 

委託件名：森林循環に資する花粉発生源対策（除伐）委託（青梅市御岳地内）（その３） 

委託期間：契約確定の日の翌日から 45日間 

 

第１章  総 則 

 第１条 この特記仕様書は、森林施業標準仕様書[（公財）東京都農林水産振興財団 ]（以下

「標準仕様書」という。）でいう特記仕様書で、この施業に適用する。 

 

 第２条 この委託の施業に当たっての一般事項は、「標準仕様書」によるものとする。 

 

第３条 「標準仕様書」、「特記仕様書」の記載内容の優先順位については、「特記仕様書」、

「標準仕様書」の順によるものとする。 

 

第４条 この委託の施業に当たっては、下記に示す図書を適用する。 

    １） 標準仕様書（附則－１）    「受託者提出類様式集」 

    ２） 標準仕様書（附則－２）    「森林施業記録写真要領」 

 

 第５条 標準仕様書、適用図書のうち、この施業に該当しない工種・項目等については適用

しないものとする。 

 

 第６条 受託者は施業写真の撮影に当たっては、原則として黒板等に、必要事項を記載して

被写体と共に写し込まなければならない。 

 

 第７条 この委託における施業現場の適正な施工体制の確保等については、標準仕様書によ

るものとする。 

 

 第８条 受託者は、施業着手後に条件が異なった場合等には、関係資料を作成の上、監督員

と協議するものとする。  

 

 第９条 受託者は、契約後すみやかに「労災保険加入確認書」を東京労働局または所轄労働

基準監督署へ提出し、確認を受けたのち発注者へ提出しなければならない。 

 

  第10条 受託者の責により他の工作物に損害を与えた場合は、速やかに監督員に報告する

とともに応急処置をとり、受託者の負担によりこれを修復しなければならない。 

 

 第11条 受託者は、施業の遂行に当たり諸法令や諸規則を厳守し、受託者の責任において厳

正に行うものとする。 

 

 第12条 受託者は、本仕様書に記載されていない事項及び、本仕様書に疑義が生じたときは



 

監督員と協議し、その指示によるものとする。  

 

第13条 東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」を遵守するものとする。 

 

第14条 本委託の実施にあたっては、財団の定めた森林管理方針に従いＳＧＥＣ森林認証基

準を遵守すること。また、この方針に基づき、重要種の保護に努めることとし、施業時に重要

種を発見した場合は、受託者提出書類様式集の様式一12にて報告すること。 

なお、林業機械燃料及びチェ一ンソ一オイル等の使用に当たっては、「オイル・燃料の管理

指導指針」に基づき水系への流出等のないよう適切な管理を行うこと。 

 

 

第２章 提出書類 

 第15条 受託者は、施業のしゅん功に際し、次のしゅん功図書を提出すること。 

１）施業記録写真帳         紙媒体1部、CD-R（DVD-R）1部 

２）状況報告書（記録の報告）    １部 

 

 

第３章  施 業 

 第16条 除 伐 

１）除伐の対象はスギ及びヒノキの造林地とする。 

２）施業着手前に外周杭を確認し、施業範囲が不明瞭な場合は監督員と協議すること。 

３）健全な植栽木の成長の障害となる雑木及びササ・タケ類を除去し、地上に横伏せ

て整理すること。 

４）スギ及びヒノキの病害木、枯損木、極端な劣勢木、極端な樹形異常木の除去を行

うこと。 

５）監督員が除伐の対象木を指示する場合はこれに従うこと。 

６）造林木に巻き付いたツル類は切断すること。 

７）作業にあたっては、植栽木を損傷しないように十分留意すること。 

８）施業地の境目にある植栽木については、４）に該当した場合でも除伐せずに残す

こと。 

９）測点D4付近に残存しているホオノキ及び施業地内に残存しているサカキについ

ては、除伐せずに残すこと。 

10）測点G1～C10～D2～H1及び110～A～D1～D6に1列で植栽しているヒノキについては、

４）に該当した場合でも除伐せずに残すこと。 

  

第17条 下部劣勢枝除去 

１） 枝打ち高は地際から2.0ｍを上限として、樹高の概ね1/3までとする 

２） 枝は、樹幹を損傷しないようにして、枝の切り口と樹幹とが平行になるよう、か

つ切り口が滑らかになるように枝の付け根から除去すること。 

 

 



 

第18条 標柱整備 

１） 境界ペイントの塗料は白色とし、容易に剥がれ落ちないものを使用すること。 

２） 使用する塗料は、事前に監督員の確認を受けること。 

３） ペイントする立木は、施業地の境目にある植栽木とし、図面の測点（杭）の位

置を目安とすること。 

４） ペイントは地際から概ね1.5mの高さにおいて、幹回りに１本（１周）実線を引

くこと。 

５） ペイントの太さは概ね20ｃｍ程度とする。 

６） 施業地の境目にある植栽木の樹高が低く、４）及び５）の条件を満たさない場

合は、標柱整備が視認できるようペイントの高さ及び幅を調整すること。 

７） 施業地の境目に植栽木がない場合は、当該箇所から内側で最も近接している植

栽木に標柱整備を実施すること。 

８） 標柱整備詳細図で示す範囲において標柱整備を実施すること。なお、測点L6～

112間は標柱整備対象外とする。 

 

 第19条 その他 

１）施業進行に際し、監督員、地権者、周辺工事等との連絡を密に取りトラブル等が 

起きないよう十分注意すること。 

２）施業箇所に一般登山者が立ち入らないよう保安看板等を設置し、現場内に登山者 

等が立ち入らないよう万全を期すこと。また、下部に林道等がある場合には、通

行者に注意を促す旨の案内看板を受託者の責任において設置すること。 

３）林野火災には特段の注意を払い、現場では火気の使用は最小限度にとどめ、使用 

にあたっては安全管理を徹底すること。消火器材を備えるよう努めること。現場

に燃料等を持ち込む場合は、消防法令の基準に適合した容器を使用し、火気のな

いところで取り扱うこと。また、現場で火災が発生した場合は、緊急連絡通報図

に従い、迅速に対応すること。 

４）この契約の履行に際し、知りえた個人情報を第三者に漏らさないこと。 

５）施業箇所内で死んだイノシシを発見した際は、管轄の市町村及び監督員に連絡し、

車両のタイヤ及び靴底は消毒すること。 

６）本委託契約期間内で二ホンジカの捕獲を実施しているため、施業に関し調整が必

要になった場合は監督員から指示する。 

７）上記以外の事項については、監督員と協議すること。 

 



（青梅市御岳地内）

位 置 図

（青梅市御岳地内）
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